
第７３回税理士試験 所得税法

第一問（理論）解答

〔表示内容の説明〕

配 点：● ・・・ ●点

問１（配点３０点）

⑴ 配当の支払いを受ける際の課税（内容 ２、※１ ２、※２ １）

配当の金額の１５．３１５％の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収される。（住民税が別途５％特別徴収される。）

当該源泉徴収税額は、確定申告をする場合に精算される。

※１ 居住者Ａが上場株式を発行する会社の大口株主等に該当する場合には、配当の金額の ２０．４２％の所得税及び復興特別所得税が源

泉徴収される。

なお、大口株主等とは、その配当等の支払に係る基準日における持株割合等が３％以上の個人をいう、

※２ 源泉徴収選択口座内配当等については、同一の源泉徴収選択口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失を控除した残額について

源泉徴収が行われる。

⑵ 配当所得の金額の計算 ３

配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額から株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその

年中に支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額の合計額を控除した金額とする。

⑶ 配当所得に関する課税方法

① 概要（内容 ２、※ １）

総合課税、申告分離課税、申告不要いずれかの方法による。

当該課税方法は、選択適用であるが、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について

総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。

※ 居住者Ａが上場株式を発行する会社の大口株主等に該当する場合には、申告分離課税を選択することができない。

また、申告不要についても、少額配当に限り適用することが認められる。

② 根拠規定

⒜ 総合課税 ２

配当所得の金額は、原則として、他の所得と合算され総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税される。

⒝ 申告分離課税

ⅰ 内容 ３

居住者が、上場株式等の配当等を有する場合には、その上場株式等の配当等に係る配当所得等については、上記⒜にかかわら

ず、他の所得と区分し、その年中の上場株式等に係る配当所得等の金額に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額の１５％

相当額の所得税を課する。

ⅱ 申告要件 １

特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、その年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得

につき、上記ⅰの適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとする。

ⅲ 適用除外 １

居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について総合課税の適用を受けた場合には、そ

の者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、上記ⅰの規定は適用しない。

ⅳ 損益通算 １

上場株式等に係る配当所得等の金額を計算する場合において、上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失

の金額があるときは、その損失の金額は、その上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。

⒞ 申告不要 ５

支払を受けるべき配当等で次に掲げるものを有する居住者は、各年分の所得税については、確定申告の際、総所得金額等又は上

記⒝に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上、その配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、申告す

ることができる。

この適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごと（源泉徴収選択口座内配当等については、口座ごと）に行うことがで

きる。

（無断複写・転載を禁ず）

（１）



ⅰ 配当等のうち、一回に支払われる金額が次に掲げる金額以下であるもの（下記ⅱに掲げるものを除く。）

１０万円×配当計算期間の月数（１年超→１２月、１月未満→１月）／１２

ⅱ 上場株式等の配当等

⒟ 用語の意義 １

上場株式等の配当等とは、上場している株式等の配当等で、大口株主等以外の者が支払を受けるもの、特定公社債の利子その他

一定のものをいい、特定上場株式等の配当等とは、上場株式等の配当等のうち、上場している株式等の配当等で、大口株主等以外

の者が支払を受けるものその他一定のものをいう。

⒠ 復興特別所得税 １

所得税の確定申告書を提出する者は、基準所得税額の ２．１％の復興特別所得税が課税される。

⑷ 居住者Ａの申告において、上記⑶の課税方法それぞれの場合に適用される主な所得税における制度

総合課税により申告をした場合には、配当控除（配当所得の金額の１０％相当額（課税総所得金額等が １，０００万円を超える場合には、

その超える部分については５％）の適用がある。 ２

申告分離課税により申告をした場合には、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことができる。

なお、この損益通算により控除しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、翌年以降３年間にわたり上場株式等に係る譲渡所得等の金

額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる。 ２

（無断複写・転載を禁ず）

（２）



問２（配点２０点）

⑴ 居住している不動産

① 概要 １

雑損控除の適用により、課税標準から控除される。損失金額は、災害時の時価又は災害時の取得費のいずれかとなる。

② 根拠規定

⒜ 取扱い ６

居住者等の有する資産（生活に通常必要でない資産、棚卸資産、事業用固定資産、事業用繰延資産及び山林を除く。）について災

害等による損失が生じた場合（居住者が災害等関連支出をした場合を含む。）において、その年におけるその損失の金額（災害等関

連支出の金額を含み、保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除く。）の合計額が、次の区分に応じそれぞれに掲げ

る金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。

ⅰ その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が５万円以下である場合

その居住者のその年分の課税標準の合計額×１／１０

ⅱ その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が５万円を超える場合

次のいずれか低い金額

イ その年における損失の金額の合計額－（災害関連支出の金額－５万円）

ロ その居住者のその年分の課税標準の合計額×１／１０

ⅲ その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合

次のいずれか低い金額

イ ５万円

ロ その居住者のその年分の課税標準の合計額×１／１０

⒝ 損失金額 ２

その損失発生直前におけるその資産の価額（その資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、そ

の価額又はその損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして計算したその資産の取得費相当額）を基礎として計算さ

れる。

（注） 手続及び所得控除の順序並びに雑損失の繰越控除に関する解答をしている場合は、加点項目となると考えられます。

⑵ 事業の用に供している賃貸用不動産

① 概要 １

不動産所得の金額の金額の計算上、必要経費に算入され、控除不足額は、損益通算される。損失金額は、災害時の取得費となる。

② 根拠規定

⒜ 事業用固定資産の資産損失の取扱い ３

居住者の営む不動産所得等を生ずべき事業の用に供される固定資産等について取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じ

た損失の

は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

⒝ 損失金額 １

その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして計算したその資産の取得費相当額を基礎として計算する。

⒞ 損益通算 １

課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序によりこれを他の各

種所得の金額（租税特別措置法に規定する課税標準額を除き、給与所得の金額にあっては、所得金額調整控除適用後の残額とする。）

から控除する。

（注） 純損失の繰越控除に関する解答をしている場合は、加点項目となると考えられます。

⑶ 主として保養の目的で所有している資産

① 概要 １

譲渡所得（総合課税されるものに限る。）の金額の計算上、控除される。損失金額は、災害時の取得費となる。

※ 譲渡所得の内部通算後、５０万円の特別控除前で控除される。

② 根拠規定

⒜ 生活に通常必要でない資産の損失の取扱い ２

居住者が、災害等により、生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額（保険金、損害賠償金等により補てんされる部

分の金額を除く。）は、その者のその損失を受けた日の属する年分（又はその翌年分）の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額と

みなす。

（無断複写・転載を禁ず）

（３）



⒝ 損失金額 １

上記⑵②⒝と同様

⒞ 生活に通常必要でない資産の意義 １

通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する

ものその他一定のものをいう。

（無断複写・転載を禁ず）

（４）
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